
  ※　職業・作業の内容によっては、上記の他に割増が加算されます。 
 
（注） 　　建物と畳、建具などの従物または電気設備、ガス設 
　　　備などの付属設備を、別の共済金額で契約する場合の 
　　　掛金の適用は、次のとおりとなります。 
 
 イ．　  　建物と所有が同じ場合は「建物」の掛金を適用します。 
  
 ロ． 　 　建物と所有が異なる場合は、生活用のものは「家財」 
　　　の掛金を適用し、業務用のものは「設備・什器等」の掛 
　　　金を適用します。 
 
 ハ． 　　非住宅物件の場合で、生活用のものと業務用のもの 
　　　とが混在するときは、「設備・什器等」の掛金を適用し 
　　　ます。 
 
 

　1個または1組の価格が30万円をこえる貴金属、 

美術品等は申込書に明記していないときは、お支払 

いの対象になりませんのでご注意下さい。 

お　見　積　り　表 

共済の目的 共済金額 備　　考 
共　済　掛　金 

普通共済 総合共済 

建　　　物 

家　　　財 

設備・什器等 

商品・製品等 

 

合　　　計 

万円 

万円 

万円 

万円 

万円 

万円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

 

 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

 

 

物件によっては、割引を適用できます。 

※ご契約のお申し込みやお問い合わせは、組合または代理所へご連絡ください。 
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